
「令和６年能登半島地震災害義援金」の受付について  

  

１義援金の受付口座 

（１） 石川県共同募金会 

金融機関  支店名  口座番号  口座名義  

北國銀行  県庁支店  （普）28600  

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｲｼｶﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ 

社会福祉法人石川県共同募金会 

ﾚｲﾜﾛｸﾈﾝﾉﾄﾊﾝﾄｳｼﾞｼﾝｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ  

令和 6年能登半島地震災害義援金  

ゆうちょ銀行  00170-5-421764  

ｲｼｶﾜｹﾝｷｮｳﾎﾞﾚｲﾜﾛｸﾈﾝﾉﾄﾊﾝﾄｳｼﾞ 

石川県共募令和 6年能登半島地 

ｼﾝｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ 

震災害義援金  

※北國銀行各店からの窓口、ＡＴＭ、インターネットバンキングでの振込・振替 

は、手数料が免除されます。 

※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。 

※上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。 

 

【問い合わせ先】 

社会福祉法人石川県共同募金会  

〒920-8557 石川県金沢市本多町 3-1-10 県社会福祉会館２階  

TEL：076-208-5757  FAX：076-222-8900  

Mail：a-isk@akaihane-ishikawa.or.jp 
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（２）富山県共同募金会 

金融機関  支店名  口座番号  口座名義  

ゆうちょ銀行   00150-9-605602  

ﾄﾔﾏｹﾝｷｮｳﾎﾞﾚｲﾜﾛｸﾈﾝﾉﾄﾊﾝﾄｳｼﾞｼﾝ 

富山県共募令和 6年能登半島地震 

ｻｲｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ 

災害義援金  

北陸銀行 県庁内支店  (普) 4179363  

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾄﾔﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲｻｲ 

社会福祉法人富山県共同募金会災 

ｶﾞｲｷﾞｴﾝｷﾝ 

害義援金  

※ ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。  

※ 北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。  

※ ＡＴＭ、インターネットバンキング等などからの振込は手数料がかかりますので 

ご注意ください。  

 

【お問い合わせ先】 

社会福祉法人富山県共同募金会  

〒930-0094 富山県富山市安住町 5-21 富山県総合福祉会館 ３階  

TEL：076-431-9800  FAX：076-432-6551  

Mail：info@akaihane-toyama.or.jp  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２受付期間 

令和６年１月４日（木）から令和６年１２月２７日（金）まで 

① 石川県共同募金会 

   令和６年１月４日（木）から令和６年１２月２７日（金）まで 

② 富山県共同募金会 

令和６年１月５日（金）から令和６年３月２９日（金）まで 

   

 

３義援金の配分  

  石川県及び富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のう

え、各市町を通じて被災者に配分されます。  

  

 

４義援金の税制上の取り扱い  

  この義援金は、税制優遇措置の対象となります。  

 

【該当する税制優遇措置】  

  ・所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に規定

する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。  

  ・地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号に 

規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当  

  

 

  


